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水道メーター使用料

24,739 

水道用途：一般用 　下水道種別：一般汚水

 ① メーター使用料は口径に基づき、別途加算されます。

 ② 上記使用料は、消費税相当額10％を加算したものです。( 1円未満の端数切捨て後の金額です。)
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 ① 上記料金は、消費税相当額10％を加算したものです。( 1円未満の端数切捨て後の金額です。)

 ② 督促状が発行されたときは、翌月に督促手数料100円が加算されます。

 ③ 下水道使用料欄は下水道を使用している場合に該当します。

 ④ 合計金額欄は水道・下水道とも使用し、井戸水を併用していない場合の合計金額です。
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 ⑤ 下水道で井戸水を使用している家庭の場合は、新たにメーター器を取り付けていただくようお願いしますが、取り付けが

     困難な場合は、下水道を使用する人1人当たりの使用水量を認定しますので(1人当たり6m3/月) その量を使用人員に掛

     けたものが汚水量となります。
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水道料金・下水道使用料 早見表 (税込)
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  ――― 水道料金の計算方法 (一般用) ―――

10m3以内の使用分   10m3を超えた分(超過料金)  消費税加算

  水道料金  ＝ { 基本料金  ＋  ( 使用水量 － 基本水量 ) × 1m3あたり超過料金 } × 1.10

 ※ 計算結果の１円未満の端数は切捨てとなります。

☆ 一般用料金表 (税抜き金額、料金計算後消費税が加算されます。)

計算例 (使用水量 20m3の場合)

  消費税加算

  ――― 下水道使用料の計算方法 (一般汚水) ―――

10m3以内の使用分 10m3を超えた分(従量料金)

10m3まで    11m3～20m3の 21m3～50m3の 51m3～100m3の    101m3以上の

基本料金 従量料金 従量料金 従量料金   従量料金

 ※ 計算結果の１円未満の端数は切捨てとなります。

☆ 一般汚水料金表 (税込金額)

計算例 (汚水量 20m3の場合)

従量料金

[  ( 20m3 - 10m3 ) × 165円  ]

○

下水道使用料  ＝   1,650円     ＋           1,650円           ＝     3,300円

21m3～50m310m3まで 101m3以上

165円 176円 209円 231円1,650円

11m3～20m3 51m3～100m3

下水道使用料

基本料金
汚水量

従量料金 (1m3につき)

使用水量

水道料金・下水道使用料 計算方法

超過料金 

11m3以上 (1m3あたり)

基本料金

10m3まで

    超過料金

195円

： 男鹿市企業局管理課　お客さまサービス班　☎（ 0185 ）46 - 4103
水道料金・下水道使用料のお問合せ
排水設備工事のお問い合わせ

   水道料金  ＝ {  1,500円 ＋ （ 20m3 － 10m3 ）× 195円  } × 1.10  ＝  3,795円

 基本料金

金  額 1,500円

[  10m3   ]

金  額

[ 汚水量 20m3  ]

基本料金

＋ ＋ ＋ ＋＝


